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令和６年７月２６日 

熊本県商工会連合会 

経営への影響調査（抜粋） 

■「第２４回経営への影響追跡調査」を実施 

・調査時点 令和６年６月３０日時点 

・調査対象 県内４９商工会 会員事業所 ４９０者（１商工会当たり１０者程度抽出） 

・調査方法 商工会が四半期毎に毎回同一会員事業所にヒアリングのうえウェブ回答 

 

１． 売上高の比較（６月末現在） 

①令和５年と令和６年、②令和元年と令和６年の同月比売上高比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① １年前の令和５年６月との比較では、１００％以上が６２％と調査開始以来、最も高い割合と

なり、５０％減は３％となった。 

② コロナ禍前の令和元年６月との比較においては、１００％以上が５割（５５％）を超え、調査

開始以来、最も高くなり、前回３月時点の３８％を１７㌽上回った。 

（ ）は３月調査 

（49％） 

（51％） 

（62％） 

（38％） 
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２．TSMC（台湾積体電路製造）の進出の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年末までに予定されている第一工場の本格稼働までは期間があることから、プラス・マイナスの

影響については、「どちらとも言えない」が８６％となり、プラスの影響、マイナスの影響含め

てこれまでの調査結果と比べてもほとんど変化がない。 

 

 

 

 

  

どちらともいえない 
（４２３者） 

8６％ 

マイナスの影響 
（２５者） 
合計５％ 

プラスの影響 
（4２者） 
合計９％ 
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３．コロナ関連融資の返済の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・返済の見通しについても、「融資条件どおり返済できる見通し」が２／３の６７％となったが、 

１／３の３３％が「返済が不安・困難・厳しい」と回答し、大きな変化はなかった。 

 

 

  

  

融資条件どおり 
返済できる見通し 

（１４１者） 
合計６７％（前回６５％） 

  

返済が 
「不安」「困難」「厳しい」 

（７０者） 
合計３３％（前回３５％） 

調査対象：借入をして今後返済のある 211者 

借入をして 

今後返済のある 
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４．原油高等の売上・利益への影響 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・転嫁が不十分等の理由から、「売上増だが、利益は横ばいかマイナス」との回答が４割を超え 

４２％と高くなった。また、利益が横ばいか減少（売上減＋売上横ばい＋売上増）との回答は 

９割を占めている。 

 

  

原油高等の 

影響が出ている 

（ ）３月末時点 

（26％） 

（39％） 

（3％） 

（4％） 

（5％） 

（22％） 

（1％） 

  

「売上増だが、利益は横ばい
かマイナス」 

「売上は横ばいで、利益減」
「売上減かつ利益減」 

（４０５者） 
合計９０％ 
（前回８７％） 
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５．価格転嫁の状況 

                    調査対象：原油高等の影響を受けた 452 者 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「価格に十分転嫁できている」との回答が１０％に留まる。 

また、「価格転嫁はできたが、不十分である」との回答が６割弱を占め、 

依然として事業者の経営を圧迫している状況が続いている。 

 

  

「価格に十分転嫁 
できている」 
（４５者） 

１０％（前回９％） 
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６．価格転嫁の程度 【原材料費】、【電気・ガス・燃料代等】、【人件費等労務費】の３要素 

  （直近６カ月の費用上昇分のうち何割価格転嫁できたか） 調査対象：原油高等の影響を受けた 452者 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原材料費の転嫁は理解が得やすい等の理由から、「５割以上できている割合」が５２％と高く 

なっているが、電気代等は４０％、人件費等は３８％に留まっている。 

人件費等については、「全くできていない」との回答割合が３７％と高くなっている。 

  

40% 

52% 

22% 
31% 

 

（40%） 

（53%） 

（24%） 

（33%） 

（ ）６月末時点 

全くできていない 
３７％ 
（３６％） 

５割以上できている 
３８％ 
（３９％） 
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７．人手不足の現状             調査対象：490 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「人手が不足している」と回答した割合が４３％と調査開始以来、最も高い割合となり、 

「従前の事業規模を縮小したので何とか足りている」と回答した割合の５％と合わせると、 

全体の４８％が「実質的に人手が不足」している結果となった。 

 

  

実質的に不足 
（2３７者） 

48％ 

不足 
（２１２者） 
４３％ 

（前回３８％） 

事業規模を維持 

何とか足りている 

（112 者） 

23％ 

事業規模を縮小 

何とか足りている 

（２５者） 

５％ 

何とか足りている 
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調査対象：従業員を雇用している３３０者 

調査対象：従業員を雇用している 330者 調査対象：従業員を雇用している 317者 

８．賃上げについて 

ア 令和６年の賃上げ実施状況（月額基本給・賞与等を含む） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【参考：令和５年６月調査(第２０回)と令和６年３月調査（第２３回）】 

（ア）令和５年６月の賃上げ実施状況（１年前の調査）  （イ）令和５年１２月の賃上げ実施状況（令和５年の実績） 

（月額基本給・賞与等を含む）                （月額基本給・賞与等を含む）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「賃上げを行った・予定している」の合計の割合が１５㌽増えて６３％となった。この結果、 

「賃上げの予定なし」の割合が１３㌽減少して３７％となった。 

  

賃上げを行った（予定） 
（２０６者） 
合計６３％ 

今年中の賃上げの予定はない 
（１２４者） 
合計３７％ 

賃上げを行った（予定） 
（１６４者） 
合計４８％ 

  

 
 

従業員を 

雇用している 

賃上げを行った（予定） 
（１９０者） 
合計６０％ 
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イ 月額基本給の引上げ率      調査対象：ベースアップまたは定期昇給をした（する）と回答した合計 153 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  

・１０％以上の大幅引き上げ７者を含む５２者３４％が５％以上の引上げと回答した。現時点で

「わからない」と回答した２７者も、今後の周囲の引上げ状況や最低賃金の動向を見ながら引き   

上げ率を決めていくものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５％以上 
（５２者） 
合計３４％ 

（前回２８％） 
  

１０％以上 
（７者） 
合計４％ 
（前回４％） 

  

３％以上 
（９５者） 
合計６２％ 
（前回５７％） 

  

ベースアップまたは

定期昇給をした 

（する）と回答した 

合計 153 者 
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ウ 月額基本給の引上げ率（昨年との比較）          調査対象：従業員を雇用している 330者 

 

・従業員を雇用している事業者からの回答では、昨年と比較して「上回る」１０％、「同程度」 

３５％の合計４５％と４割を超えた。 

・一方では、「下回る」が４％、「引上げ予定なし」が１１％であった。 

・現時点では「わからない」とする回答が３７％４割近くとなり、情勢を見極めているものと 

思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の賃上げ率を上回る

（予定）

（34者）
10%

昨年の賃上げ率と同程度

（予定）

（115者）
35%

昨年の賃上げ率を下回る

（予定）

（14者）
4%

昨年は賃上げを行っておらず、今年

も賃上げを行わない（予定）

（37者)
11%

分からない

（122者）
37%

その他

（8者)
3%

従業員を

雇用している

合計330者

上回る・同程度
（１４９者）
合計４５％
（前回３９％）

下回る・予定無し
（５１者）
合計１５％
（前回１６％）
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調査対象：引上げ率が昨年を下回る・予定無し 51 者 

エ 月額基本給の引上げ率が昨年を下回る又は賃上げを行わない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引上げを行わない又は昨年を下回る理由としては、「原資が確保できていない」３１％、「先行き

の見通しが立たない」２５％と高くなっている。 

 

 

 

 

 

  

 31% 
 

 25% 
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９．最低賃金に関する調査 

ア 令和５年度の最低賃金引上げへの対応について 

調査対象：従業員を雇用している 330者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・「最低賃金を下回る従業員がいたので引き上げた」事業所の合計が２３％となり、１年前の調査 

において、令和４年度に８５３円に上がった時に引上げの対象となった事業所の割合１７％を 

６ポイント上回った。 

 

 

  

  

最賃を下回った
ので引き上げた 

（７７者） 
合計２３％ 
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イ 令和６年度熊本地方最低賃金（適当と考える額） 

調査対象：従業員を雇用している 330者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「経営が厳しくなる」「売上、利益の上昇が見込めない中での毎年の賃上げに限界がきている」「賃金

アップのスピードと事業者の現状がマッチしていない」等々の理由から、「引下げ・現状維持・昨年

度の引上げ額を下回る」の慎重な回答をした割合が合計で１６２者４９％、５割近くとなった。 

・一方で「経済状況を見ると上げるしかない」「従業員の生活水準確保のため」「物価高なので賃金の底

上げで経済をまわして欲しい」等々の理由から、「昨年度以上の引上げ額」の前向きな回答をした割

合が合計で７０者２１％、「わからない」との回答が３０％となった。 

 

  

 

 18% 

 18% 

 30% 

 

 

引下げ・現状維持・
引上げ額下回る 

（１６２者） 
合計４９％ 

昨年度以上の
引上げ額 
（７０者） 
合計２１％ 
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ウ 選択の理由 

（１．８９８円からの引下げ） 

【小売業】 

・人件費を確保できない(津奈木町商工会) 

 

（２．８９８円（引上げなし）） 

【製造業】 

・賃上げが先走り経営向上が追い付かない。事業主が厳しい状況となっている。(湯前町商工会) 

・熊本県の経済規模から考えるとこのくらいが妥当。(熊本市城南商工会) 

 

【建設業】 

・短期間で上げた場合の負担が大きいため(天草市商工会) 

・人材不足の中で維持が難しくなる(合志市商工会) 

 

【卸売業】 

・物価高高騰で利益が下がっているため(山都町商工会) 

 

【小売業】 

・まず下げるという選択肢は従業員の生活があるためできない。かといって売上があがる見込みがない

のに、時給があがるのは払う給与が増えていき自社の経営上厳しくなり選択肢として選べない 

(熊本市城南商工会) 

・経営者として経営していくうえで簡単に引き上げるのは難しい。(山都町商工会) 

・これ以上の賃上げは対応が難しい(八代市商工会) 

・現状より上がると経営が厳しくなる(玉東町商工会) 

 

【宿泊業】 

・賃上げをする状況ではない。(水上村商工会) 

 

【飲食業】 

・現在最低賃金では雇用確保が厳しくなっている。雇用確保のため、弊社では最低賃金以上に設定して

いるため、これ以上は上がらないでほしい。(御船町商工会) 

・経営する側は、価格転嫁が出来ていない分支払いは大変である。(熊本市託麻商工会) 

・会社の収益の安定を考えると大幅な賃上げは難しい。(宇城市商工会) 

・価格転嫁ができておらず資金繰りがきびしいから。(熊本市託麻商工会) 

 

【サービス業】 

・増額になると経費が膨らむ為不安である(氷川町商工会) 
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（３．９００円（2円、０．２％引上げ）） 

【製造業】 

・これが精一杯(高森町商工会) 

 

【建設業】 

・賃上げをすることで会社のモチベーションアップなると思う(益城町商工会) 

・物価高もあり理想としてはもっと最低賃金をアップすべきだと思うが、実際、中小企業はこれ以上の

賃上げが厳しいと思うため。(菊陽町商工会) 

 

【運輸業】 

・売上・利益の上昇が見込めない事業者が多い中、毎年の賃上げにも限界がきている(天草市商工会) 

・賃上げしたいが売上が追い付かず圧迫していく(湯前町商工会) 

 

【小売業】 

・大きな賃上げは厳しいがキリの良い数字にしていただきたい。(天草市商工会) 

・徐々に上げていくしかないのではないか（経営者の体力）(高森町商工会) 

 

【宿泊業】 

・賃上げは社会全体の流れなので仕方ないが、大幅な賃上げは零細企業には厳しい(八代市商工会) 

 

【飲食業】 

・少しはあげないといけないが、物価高等々簡単にはいかない(宇城市商工会) 

・熊本県の最低賃金として 900円、出せるところはそれ以上出せばよい。(宇城市商工会) 

・賃金アップするスピードと事業者の現状がマッチしていない(山都町商工会) 

・物価高がとまらないので、最低賃金も上げるしかないと思います。(錦町商工会) 

 

【サービス業】 

・賃上げ額が大きいと利益が少なくなるので。(熊本市河内商工会) 

・賃金は引き上げたいが、急激な上昇は困る(天草市商工会) 

・最低賃金が 800円台だと県のイメージが悪い。(益城町商工会) 

・今の最低賃金では新規雇用者が集まらないから(益城町商工会) 

・事業主も厳しいと思いますが、スタッフの生活を守るために徐々に賃金を上げるのが必要と思います。

(玉東町商工会) 

 

（４．９１０円（１２円、１．３％引上げ）） 

【小売業】 

・従業員のモチベーション向上につながる。(大津町商工会) 

・せめてこれぐらいアップしないと離職につながるのではないか(高森町商工会) 
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【宿泊業】 

・物価高に対応する為。(南小国町商工会) 

 

【飲食業】 

・人件費が増えると利益が減るので、段階的に最低賃金を上げていきたい。(熊本市河内商工会) 

 

（５．９２０円（２２円、２．４％引上げ）） 

【製造業】 

・あまり上げると利益を圧迫する。(熊本市河内商工会) 

・他県に経済力が追いつけるようにするため。(熊本市天明商工会) 

 

【小売業】 

・継続的な物価高は続いているので引き上げはやむを得ない(玉名市商工会) 

 

【飲食業】 

・最低賃金の引上げ額が高いと人を雇用できない。(熊本市河内商工会) 

 

（６．９３０円（３２円、３．６％引上げ）） 

【製造業】 

・物価も上昇しており、賃金を引き上げないといけないと思う。しかし、原材料等の影響により、利益

も厳しい状況下では従業員に利益還元することができない。(熊本市託麻商工会) 

 

【建設業】 

・国や地域の安定的成長にはゆるやかな賃上げは不可欠だが急激な賃上げは企業体力を奪うので 

(南阿蘇村商工会) 

 

【小売業】 

・最低賃金はあくまで目安、TSMC 進出でうちの地域では時給は上がっている。ただし、県全体の話にな

るので、一度に上げるのは疑問。売上が上がり、賃金が上がるが理想。(菊池市商工会) 

 

（７．９４３円（昨年度と同額の４５円、５．０％引上げ）） 

【製造業】 

・苦しい企業はあると思うが、大企業の昇給率や昨年度の引き上げ率を鑑み、国民の消費マインドを上

げるために必要だと思ったため。(菊池市商工会) 

 

【建設業】 

・物価高に対応するために、昨年と同様が良いと思うから。(熊本市天明商工会) 
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【小売業】 

・経済状況を見ると上げるしかない(上天草市商工会) 

 

【飲食業】 

・物価の高騰などで、賃金を上げるということについては理解できますが、利益のでにくい環境では少

しでも上げ幅を抑えて欲しい。(熊本市託麻商工会) 

 

（８．９４５円（昨年度と同率の５．３％、４７円引上げ）） 

【飲食業】 

・令和６年度も前年度同様、物価高騰が見込まれるため。(南阿蘇村商工会) 

 

（９．９５０円（５２円、５．８％引上げ）） 

【建設業】 

・1,000 円を超えると経営に影響がでる。(熊本市河内商工会) 

 

【卸売業】 

・良い人材を確保するため。(熊本市河内商工会) 

 

【小売業】 

・生活水準確保のために必要だと思う(山江村商工会) 

 

【飲食業】 

・最低賃金付近の額では人は来ない。現実は 1,000円以上でも来ない。1,500円辺りが現状。 

(南小国町商工会) 

 

【サービス業】 

・1000 円を早く超えるべきだが急ぎすぎると歪みが出るのでいったんはこの金額あたり(御船町商工会) 

 

（１０．９５０円超１０００円未満となる引上げ） 

【製造業】 

・端的に物価等上昇に個人が対応するには収入を上げることが最短と思うため。(津奈木町商工会) 

 

【小売業】 

・経済情勢にそった賃上げであるならば基準を上げていった方が良いと思うため(阿蘇市商工会) 

 

【飲食業】 

・現在支払っている賃金なので・・(苓北町商工会) 
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【サービス業】 

・従業員確保のため(球磨村商工会) 

 

（１１．１０００円以上となる引上げ） 

【建設業】 

・底上げが必要だと思います。(錦町商工会) 

 

【小売業】 

・物価高なので賃金の底上げで経済をまわせれば(玉東町商工会) 

 

【宿泊業】 

・雇用維持や離職予防のためにはこの水準が必要ではないか。(高森町商工会) 

 

【サービス業】 

・1,000 円以上でないと求人を出してもそもそも応募がない。(甲佐町商工会) 

・物価高に給与の水準が追いついていないため。(菊陽町商工会) 

 

（１２．わからない） 

【製造業】 

・賃上げは必要ではあるが、業績も伴っていなければならない。無条件に進められるものではないため。

(玉東町商工会) 

・最低賃金に併せてある程度賃金の引上げを行うが、現状の情勢のなかの適切な底上げの判断が難しい

ため(阿蘇市商工会) 

 

【運輸業】 

・今の時代になぜ最低賃金をさだめるのですか(宇土市商工会) 

 

【サービス業】 

・熊本は TSMC進出の影響で、その周辺ではかなり高い賃金で募集が行われているようだが、県全体を見

てみるといくらぐらいが妥当なのかよくわからない。(熊本市北部商工会) 

・関係なく上昇する賃金と経営への負荷。雇用者向けの賃金上昇だし、事業者には非常にきびしいから

(山都町商工会) 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

エ 熊本地方最低賃金が仮に９５０円まで引き上げられた場合の対応 

調査対象：330者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仮に９５０円となった場合の対応としては、「価格転嫁等により増収増益を図る」との前向きな 

回答が１４４者４４％と高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19%  

 

 44% 

 18% 
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１０．廃業・倒産の状況 

（県内４９商工会の令和６年４月１日現在の会員 18,318 者を対象に月末時点で把握した数値） 

・廃業累計 1,105件 ・倒産累計 62件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年度第１四半期（４月～６月）の廃業件数は合計で８６件となり、調査開始以来の廃業件数は

累計で１，１０５件となった。前年第１四半期の５４件からは３２件増加している。 

・倒産に至る前の廃業が多いことから、倒産件数は３ヶ月で５件に留まっている。 

 

【４,５,６月の廃業・倒産業種】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 

６２ 

５４ 

８６ 

※「廃業・倒産」の定義 
廃業：資産が負債を上回る状態での自主的な事業廃止 
倒産：企業が債務の支払不能状態に陥り、経済活動を続けることが困難になった状態 

４２ 
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主
な
動
き

令和２年 令和３年

国
内
感
染
者
発
⽣

1/15

7
都
府
県
に
緊
急
事
態
宣
⾔

4/7
熊
本
を
含
む
39
県
で
緊
急
事
態
宣
⾔
解
除

5/14

全
国
に
緊
急
事
態
宣
⾔
拡
⼤

4/17

全
国
で
緊
急
事
態
宣
⾔
解
除

5/25
7
⽉
豪
⾬
災
害
発
⽣

7/4

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
開
始

7/23
第
２
波
県
内
最
多
感
染
者
数
42
⼈

8/5
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加

10/1

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
イ
ổ
ト
開
始

10/19

県
内
感
染
者
発
⽣

2/21
6/15

県
の
飲
⾷
店
認
証
制
度
ス
タ
ổ
ト

7/30

2
回
⽬
の
県
独
⾃﹁
蔓
延
防
⽌
宣
⾔
﹂

8/8

熊
本
県
に
2
回
⽬
の﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂適
⽤

7/3

県
宿
泊
助
成
事
業
再
開

8/20

第
5
波
県
内
最
多
感
染
者
数

⼈
317

18％
13％10％

19％

2ポイント
増加

3ポイント
増加5ポイント

増加

11ポイント
増加

5ポイント
増加

3ポイント
増加

50%
減

23％

55％

33％

25％

15％

34％
29％

21％
25％

12％

22％ 22％

100%
以上

29％

17％
22％ 25％

21％ 23％ 22％ 20％

32ポイント
増加

22ポイント
減少

8ポイント
減少

5ポイント
減少

19ポイント
増加

10ポイント
減少 8ポイント

減少

10ポイント
増加

4ポイント
減少

12ポイント
減少

9ポイント
減少

1ポイント
減少 1ポイント

増加

13ポイント
減少

8/18

第
7
波
県
内
最
多
感
染
者
数

⼈
5,687

令和４年

国
が
2
回
⽬
の
緊
急
事
態
宣
⾔
を
解
除

3/21

県
宿
泊
助
成
事
業
開
始

3/16 5/7
初
め
て
の
県
独
⾃﹁
蔓
延
防
⽌
宣
⾔
﹂

3
回
⽬
の
緊
急
事
態
宣
⾔
を
4
都
道
府
県
に
発
令

4/25

5/16

4/29

熊
本
市
中
⼼
部
の
飲
⾷
店
に
時
短
要
請︵

に
県
全
域
に
拡
⼤
︶

第
4
波
県
内
最
多
感
染
者
数

⼈

5/14

124

5/16
熊
本
県
に﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂初
適
⽤

第
1
波
⽉
間
最
多
33
⼈

4月 10/1
﹁
く
ま
も
と
再
発
⾒
の
旅
﹂予
約
受
付
再
開

9/30

全
国
の
緊
急
事
態
宣
⾔
︑ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
を
全
⾯
解
除

10/15

時
短
要
請
を
7
⽉
26
⽇
以
来
全
県
解
除

折れ線グラフ

21％

2ポイント
減少

5ポイント
増加

1/13

﹁
く
ま
も
と
再
発
⾒
の
旅
﹂受
付
停
⽌

2/13

1/21
県
内
全
域
に﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂適
⽤
を

ま
で
適
⽤

1/27

第
6
波
県
内
最
多
感
染
者
数

⼈
1,275

3/6

2/10
﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂を
ま
で
延
⻑

3/21

3/6

﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂を
ま
で
再
延
⻑

3/21
2
ἅ
⽉
に
わ
た
る﹁
ま
ん
延
防
⽌
等
重
点
措
置
﹂を
解
除

3/22

﹁
く
ま
も
と
再
発
⾒
の
旅
﹂再
開

11％
14%

26%

11ポイント
減少

7/14

全
国
旅
⾏
⽀
援実
施
延
期
・
県
⺠
割
延
⻑

8/2
県﹁
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
⾔
﹂

1/18

12/30

熊
本
市
中
⼼
部
の
飲
⾷
店
に
時
短
要
請︵

に
県
全
域
に
拡
⼤)

1
都
3
県
に
2
回
⽬
の
緊
急
事
態
宣
⾔
を
発
令

1/7
2/19

県
内
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

県
独
⾃
の
緊
急
事
態
宣
⾔
発
令

1/14

第
3
波
県
内
最
多
感
染
数

⼈

1/8

101

26％

10％

5ポイント
増加

4ポイント
減少

3ポイント
増加

5/上旬
コ
ロ
ナ
禍
初
の
制
限
な
し
Ｇ
Ｗ
で
⼈
出
復
活

第
２
波
⽉
間
最
多

⼈

8⽉

329

1⽉

第
3
波
⽉
間
最
多

⼈
1,464

5⽉
第
4
波
⽉
間
最
多

⼈
2,099

8⽉

第
5
波
⽉
間
最
多

⼈
5,535

2月

第
6
波
⽉
間
最
多

⼈
20,288

8⽉
第
７
波
⽉
間
最
多

⼈
107,275

4ポイント
減少

7ポイント
増加

1/10

全
国
旅
⾏
⽀
援
再
開

9/16
県﹁
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
⾔
﹂解
除

10/11

全
国
旅
⾏
⽀
援
開
始

36％

12月

第
8
波
⽉
間
最
多

⼈
84,398

6％
11％

4ポイント
減少

±0ポイント

令和５年

1/5

第
8
波
県
内
最
多
感
染
者
数

⼈
6,615

4ポイント
増加

±0ポイント

（ ）コロナ禍前比較年月

第
1
波
県
内
最
多
感
染
者
数
3
⼈

4/上旬
3/13
マ
ス
ク
着
⽤
が
個
⼈
判
断
に

33％ 29％

5％

7ポイント
増加

6ポイント
減少

5/8
新
型
コ
ロ
ナ
2
類
か
ら
5
類
移
⾏

33％

6％

3ポイント
減少

5％

1ポイント
減少

37％

4ポイント
増加

10/1
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始

9/4
知
事
が
県
内
第
9
波
が
落
ち
着
い
た
と
の
認
識

2/24

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
政

45％

100%
以上

50%
減

1ポイント
増加

11月

1月
全
国
の
新
規
感
染
者
数
が
8
週
連
続
増
加
︑県
内
は
7
週
連
続
増
加﹁
第
10
波
﹂

Ộ
1/1
⽯
川
県
能
登
半
島
地
震

4/1
建
設
業
・
運
送
業
の
時
間
外
労
働
上
限
規
制
導
⼊﹁
２
０
２
４
年
問
題
﹂

42％

4％

1ポイント
減少

5ポイント
増加

2/下旬

コ
ロ
ナ
減
少
傾
向
第
10
波
ピ
ổ
ク
越
え

3/19
⽇
銀
が
マ
イ
ナ
ス
⾦
利
解
除
︑17
年
ぶ
り
の
利
上
げ

38％

6％

2ポイント
増加

4ポイント
減少

7/5
県
内
第
9
波
の
可
能
性
﹂に
知
事
が
⾔
及

令和６年

6％

55％

±0ポイント

17ポイント
増加

6/1
定
率
減
税
開
始

6/28
37
年
ぶ
り
の
円
安
円
台
161

7/3
新
紙
幣
発
⾏

7/11
⽇
経
平
均
︑初
の
４
万
２
千
円
台

7/19

全
国
の
新
規
感
染
者
数
が
10
週
連
続
増
加﹁
第
11
波
﹂


